
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
十
二
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
質
問
の 

三
） 

答

弁

第

三

号 

   

衆
議
院
議
員
岡
本
隆
一
君
提
出
京
都
府
井
手
町
有
林
濫
盗
伐
事
件
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
一
号 

昭
和
三
十
二
年
十
一
月
十
二
日 

衆

議

院

議

長 
益 

谷 

秀 

次 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

岸 
 

信 

介 

一 

 



 

背 
 

 
 

 

任 
 

井
手
町
町
議
会
議
員 

 

木 

田 
善 
之 

助 
 

昭
和
三
十
一
年
十
月
十
日 

質
問
の
件
は
、
京
都
地
方
検
察
庁
検
察
官
が
、
昭
和
三
十
二
年
五
月
三
十
一
日
、
い
ず
れ
も
不
起
訴
処
分
に
付

し
た
小
林
清
章
に
対
す
る
公
文
書
偽
造
等
被
疑
事
件
及
び
木
田
善
之
助
外
一
名
に
対
す
る
背
任
等
被
疑
事
件
の
こ

と
と
思
わ
れ
る
。 

右
事
件
は
、
昭
和
二
十
九
年
五
月
二
十
六
日
同
地
方
検
察
庁
検
察
官
が
右
木
田
善
之
助
外
四
名
に
対
す
る
背
任

等
被
疑
事
件
を
不
起
訴
処
分
に
し
た
後
、
同
事
件
と
同
一
の
被
疑
事
実
を
含
む
事
実
に
つ
き
新
田
義
一
等
よ
り
告

訴
及
び
告
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
右
告
訴
又
は
告
発
に
か
か
る
事
件
の
被
疑
者
及
び
罪
名
並
び
に
告
訴
又
は
告

発
の
年
月
日
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

公 

文 

書 

偽 

造 

同
行
使
森
林
窃
盗 

衆
議
院
議
員
岡
本
隆
一
君
提
出
京
都
府
井
手
町
有
林
濫
盗
伐
事
件
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る 

答
弁
書 

 

山 
 

 

林 
 

 

業 
 

小 
林 

清 

章 
 

昭
和
三
十
年
八
月
三
日 

（
旧
名
清
晴
） 

三 

 



右
告
訴
及
び
告
発
を
受
理
し
た
京
都
地
方
検
察
庁
で
は
、
鋭
意
捜
査
を
遂
げ
た
結
果
、
右
各
事
件
に
つ
き
犯
罪

の
成
立
を
認
め
る
に
足
る
証
拠
が
な
く
、
結
局
犯
罪
の
嫌
疑
な
き
も
の
と
し
て
右
三
名
を
前
記
の
ご
と
く
不
起
訴

処
分
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。 

一 

被
疑
事
実
の
要
旨 

第
一 

被
疑
者
小
林
清
章
は
、
株
式
会
社
小
林
清
章
商
店
の
取
締
役
社
長
に
し
て
、
昭
和
二
十
七
年
末
、
京
都

府
綴
喜
郡
井
手
町
が
町
有
林
を
公
売
す
る
に
当
り
、
落
札
人
と
し
て
こ
れ
を
買
い
受
け
た
も
の
で
あ
る
が 

背 
 

 
 

 

任 
 

井
手
町
町
議
会
議
員 

 

森 

田 

守 

三 
 

昭
和
三
十
一
年
十
月
十
日 

本
件
被
疑
事
実
の
要
旨
並
び
に
不
起
訴
処
分
理
由
の
概
略
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

（
一
）
同
年
十
二
月
二
十
八
日
、
右
町
有
林
買
受
人
と
し
て
、
当
時
の
井
手
町
町
長
木
村
延
次
郎
と
の
間
に

同
町
字
山
吹
四
、
五
、
六
、
七
番
地
内
の
松
立
木
及
び
山
吹
地
内
「
ス
ベ
リ
石
」
の
杉
、
檜
立
木
を
金
三
百

五
万
円
で
売
買
す
る
旨
の
売
買
契
約
書
を
取
交
し
た
が
、
翌
二
十
八
年
一
月
十
日
頃
、
行
使
の
目
的
を
も 

四 

 



第
二 

被
疑
者
木
田
善
之
助
、
同
森
田
守
三
は
、
い
ず
れ
も
昭
和
二
十
六
年
以
降
前
記
井
手
町
町
議
会
議
員
の
職

に
あ
つ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
同
町
が
町
有
林
を
売
却
す
る
に
当
り
、
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
二
十
三
日

当
時
の
同
町
長
木
村
延
次
郎
か
ら
右
売
却
林
に
関
す
る
調
査
委
員
を
委
嘱
さ
れ
、
売
却
予
定
地
域
の
選
定
、 

（
二
）
同
年
一
月
下
旬
か
ら
同
年
四
月
下
旬
頃
迄
の
間
に
、
小
林
清
章
商
店
の
使
用
人
を
し
て
、
保
安
林
で

あ
る
同
町
字
滝
谷
三
番
地
内
の
山
林
に
お
い
て
、
井
手
町
所
有
の
松
立
木
一
千
二
百
四
十
八
本
（
約
一
千

百
五
十
七
石
）
を
伐
採
さ
せ
て
こ
れ
を
窃
取
し 

つ
て
、
ほ
し
い
ま
ま
に
、
右
井
手
町
役
場
に
お
い
て
同
町
吏
員
武
田
敬
一
に
対
し
、
右
売
買
物
件
を
不
当

に
拡
張
し
て
記
載
し
た
売
買
契
約
書
二
通
を
示
し
、
「
町
長
の
承
認
を
得
て
あ
る
か
ら
こ
れ
に
町
長
の
記
名

押
印
を
し
て
く
れ
」
と
要
求
し
、
同
人
を
し
て
右
契
約
書
二
通
の
売
主
欄
に
井
手
町
長
木
村
延
次
郎
の
記

名
押
印
を
さ
せ
て
同
町
長
作
成
名
義
の
公
文
書
二
通
を
偽
造
し
た
上
、
即
時
同
所
に
お
い
て
、
内
一
通
を

右
武
田
に
交
付
し
同
町
役
場
に
備
付
け
さ
せ
て
行
使
し 

五 

 



売
却
立
木
の
材
積
調
査
等
の
事
務
に
従
事
し
、
引
き
続
き
同
年
十
二
月
二
十
三
日
町
有
林
売
却
委
員
を
委
嘱

さ
れ
て
売
却
町
有
林
の
公
売
、
実
地
引
渡
等
の
事
務
に
従
事
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
町
有
林
売
却
委
員
と
し

て
買
受
人
に
対
し
売
却
立
木
を
引
き
渡
す
に
際
し
て
は
、
同
町
町
議
会
議
決
に
か
か
る
売
却
地
域
内
の
立
木

を
引
き
渡
す
べ
き
義
務
が
あ
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
買
受
人
で
あ
る
前
記
小
林
清
章
商
店
の
利
益
を
図
る
目

的
を
も
つ
て
、
そ
の
任
務
に
そ
む
き
、
昭
和
二
十
八
年
一
月
二
十
日
頃
、
同
町
山
吹
及
び
字
滝
谷
の
町
有
林

に
お
い
て
、
右
小
林
清
章
商
店
使
用
人
小
林
富
次
郎
外
一
名
に
対
し
、
議
決
外
の
地
域
で
あ
る
同
町
字
山
吹

十
番
地
内
の
松
立
木
及
び
同
地
内
の
巨
岩
を
境
と
す
る
峰
附
近
の
杉
、
檜
立
木
、
山
吹
十
一
番
地
内
の
松
、

檜
立
木
、
同
町
字
滝
谷
三
番
地
内
の
松
立
木
を
引
き
渡
し
、
因
つ
て
右
小
林
商
店
を
し
て
、
そ
の
頃
か
ら
同

年
四
月
下
旬
頃
ま
で
の
間
に
、
右
地
域
内
の
松
、
杉
、
檜
等
の
立
木
合
計
三
千
三
百
四
十
七
本
（
約
三
千
百

二
十
二
石
）
時
価
百
七
十
一
万
八
千
二
百
円
相
当
を
伐
採
せ
し
め
て
井
手
町
に
対
し
右
金
額
相
当
の
損
害
を

与
え
た
も
の
で
あ
る
。 

六 

 



二 
不
起
訴
理
由
の
概
略 

第
一
の(
一)

の
事
実
に
つ
い
て
、
被
疑
者
小
林
淸
章
は
、
当
初
井
手
町
長
と
の
間
に
取
交
し
た
契
約
書
を
書

き
改
め
本
件
告
訴
に
か
か
る
第
二
の
契
約
書
を
作
成
し
た
理
由
は
、
当
初
取
交
し
た
契
約
書
の
内
容
が
不
明
確

に
し
て
売
主
買
主
の
別
も
明
ら
か
で
な
く
、
か
つ
売
買
物
件
の
表
示
も
明
確
を
欠
く
き
ら
い
が
あ
つ
た
の
で
、

こ
れ
ら
の
点
を
明
確
に
す
る
意
図
に
出
た
も
の
で
あ
つ
て
、
右
第
二
契
約
書
に
井
手
町
長
木
村
延
次
郎
の
記
名

押
印
を
求
め
る
に
当
つ
て
は
、
同
町
役
場
に
出
頭
し
同
役
場
吏
員
武
田
敬
一
に
対
し
、
右
契
約
書
を
示
し
「
町

長
の
了
解
を
得
た
上
で
こ
れ
に
町
長
の
判
を
押
し
て
貰
い
た
い
」
旨
依
頼
し
、
同
町
長
の
記
名
押
印
を
得
た
も

の
で
あ
つ
て
、
右
武
田
を
介
し
て
町
長
の
承
認
を
得
た
も
の
と
思
つ
て
い
た
旨
弁
解
し
、
捜
査
を
遂
げ
る
も
右

弁
解
を
く
つ
が
え
す
に
足
る
証
拠
が
な
く
、
又
、
右
契
約
書
の
内
容
を
検
討
し
て
も
告
訴
人
主
張
の
ご
と
く
当

初
の
契
約
書
に
比
し
売
買
物
件
を
不
当
に
拡
張
し
た
も
の
と
認
め
難
く
、
結
局
被
疑
者
が
本
件
契
約
書
中
木
村

町
長
作
成
部
分
を
偽
造
し
た
と
認
め
る
に
足
り
な
い
。 

七 

 



第
二
の
事
実
に
つ
い
て
、
被
疑
者
木
田
、
同
森
田
の
両
名
は
、
本
件
山
吹
十
番
地
、
十
一
番
地
内
の
松
、
檜

立
木
、
山
吹
十
番
地
巨
岩
よ
り
峰
に
わ
た
る
間
の
杉
、
檜
立
木
、
滝
谷
三
番
地
内
の
松
立
木
等
は
い
ず
れ
も
売

却
予
定
地
と
し
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
き
町
議
会
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
地
域
を
売
却
地
域
と
し
て

議
決
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
議
決
に
従
い
引
渡
を
行
つ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
各
々
そ
の
任
務
に
背
い
て
い
な
い
旨

弁
解
す
る
と
こ
ろ
、
右
係
争
地
域
内
の
内
山
吹
十
番
地
、
同
十
一
番
地
内
の
峰
附
近
の
松
立
木
及
び
滝
谷
三
番

地
内
の
松
立
木
に
つ
い
て
は
、
実
地
調
査
を
し
た
か
否
か
、
従
つ
て
町
議
会
の
審
議
及
び
議
決
の
区
域
内
で
あ

る
か
否
か
に
つ
き
関
係
者
の
供
述
が
一
致
し
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
被
疑
者
の
弁
解
に
符
合
す
る
も
の
も
あ 

り
、
一
方
、
関
係
者
の
供
述
を
綜
合
す
れ
ば
、
本
件
山
吹
地
域
は
当
時
通
称
を
以
つ
て
呼
ば
れ
て
い
た
も
の 

で
、
公
簿
上
の
字
名
、
地
番
が
現
地
の
い
ず
れ
の
地
域
に
該
当
す
る
や
も
明
確
で
な
か
つ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、 

第
一
の(

二)

の
事
実
に
つ
い
て
、
被
疑
者
は
、
井
手
町
山
林
売
却
委
員
か
ら
引
渡
を
受
け
た
立
木
を
伐
採
し

た
も
の
で
あ
り
盗
伐
し
た
も
の
で
は
な
い
旨
弁
解
し
、
こ
れ
が
く
つ
が
え
す
に
足
る
証
拠
が
な
い
。 

八 

 



従
つ
て
被
疑
者
等
が
売
却
予
定
地
域
を
調
査
す
る
に
当
つ
て
も
、
公
簿
上
の
字
名
、
地
番
に
よ
る
こ
と
な
く
、

現
地
に
お
い
て
便
宜
選
定
し
た
地
勢
又
は
物
件
を
基
準
と
し
て
区
域
を
分
ち
、
材
種
材
積
等
の
調
査
を
実
施
し

て
い
る
実
情
で
あ
つ
た
の
み
な
ら
ず
、
町
議
会
の
審
議
、
議
決
に
お
い
て
も
、
議
案
に
表
示
さ
れ
た
字
名
、
地

番
と
現
地
と
の
符
合
に
つ
き
正
確
を
欠
く
点
が
あ
つ
た
も
の
と
推
認
さ
れ
、
か
つ
、
公
売
入
札
に
際
し
て
業
者

の
質
問
に
応
じ
、
被
疑
者
木
田
が
当
時
の
木
村
町
長
及
び
本
件
告
訴
人
で
あ
る
当
時
の
町
議
会
議
長
古
川
善
太

郎
等
の
面
前
に
お
い
て
、
前
記
係
争
地
域
全
部
を
含
め
た
地
域
の
立
木
を
売
却
す
る
旨
説
明
し
た
こ
と
が
認
め

ら
れ
、
町
議
会
議
事
録
の
記
載
並
び
に
係
争
地
域
に
お
け
る
実
況
見
分
の
結
果
に
徴
す
る
も
、
被
疑
者
等
の
弁

解
を
く
つ
が
え
し
被
疑
者
等
が
議
決
外
地
域
の
立
木
を
不
当
に
引
き
渡
し
た
と
断
ず
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

又
被
疑
者
等
に
前
記
小
林
商
店
の
利
益
を
図
り
、
あ
る
い
は
井
手
町
に
損
害
を
加
え
る
目
的
が
あ
つ
た
と
認
め

る
に
足
る
証
拠
も
な
い
の
で
背
任
あ
る
い
は
窃
盗
の
嫌
疑
あ
る
も
の
と
認
め
難
い
。 

な
お
、
前
記
滝
谷
三
番
地
内
の
松
立
木
に
つ
い
て
、
被
疑
者
等
が
こ
れ
を
保
安
林
と
知
り
な
が
ら
前
記
小
林 

九 

 



 

一
〇 

商
店
に
引
き
渡
し
、
同
商
店
使
用
人
を
し
て
伐
採
せ
し
め
た
と
の
告
訴
人
の
主
張
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
断
定
す

る
に
足
る
証
拠
は
な
い
。 

以
上
の
次
第
で
、
京
都
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
山
林
現
場
の
実
況
見
分
を
始
め
関
係
者
多
数
の
取
調
を

な
し
、
更
に
被
疑
者
小
林
方
の
押
収
捜
索
を
実
施
す
る
等
十
分
捜
査
を
尽
し
た
上
、
本
件
を
不
起
訴
処
分
に
付

し
た
も
の
で
あ
り
、
本
件
に
関
す
る
検
察
当
局
の
捜
査
の
経
過
及
び
処
分
結
果
に
は
、
非
難
す
べ
き
点
を
認
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




